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「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」に関する休

日の取り扱いについての申し入れ 

 

 

平成３０年１２月１４日、天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成２９年法

律第６３号）を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇

の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日が休日とする法律（平成３０年法律第

９９号）が公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日を休日（祝日の扱

い）となった。従って、この件について下記のとおり申し入れるので、団体交渉を

開催すること。 

 

 

記 

 

 

１．平成３１年５月１日（天皇の即位の日）及び平成３１年１０月２２日（即位礼

正殿の儀が行われる日）が休日となり、これらの休日は国民の祝日扱いとなるた

め、平成３１年度に限り年間休日を１２２日とすること。 

 

 

２．前項の２日間については、基本協約第３４条（３）及び第１６６条に準じて、

祝日手当を支給すること 

 

 

以 上 


